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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性領域を含む半導体構造と、
　前記半導体構造の上面に形成される透光性導電層と、
　前記透光性導電層の上面に形成される誘電体膜と、
　前記誘電体膜の上面に形成される金属反射層と、
を備える半導体発光素子であって、
　前記誘電体膜は、前記透光性導電層を部分的に表出させるように、１以上の開口部を設
けており、
　前記透光性導電層は、前記開口部を介して前記金属反射層と電気的に接合されており、
　前記開口部の底面及びその周壁である前記誘電体膜の側面を被覆するように、部分的に
バリア層が形成され、該バリア層が前記透光性導電層と金属反射層との間に介在されてお
り、
　前記誘電体膜の側面に設けられた前記バリア層の厚さが、前記開口部において上部で狭
く、下部で広くなるように構成してなることを特徴とする半導体発光素子。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体発光素子であって、
　前記誘電体膜が多層からなることを特徴とする半導体発光素子。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の半導体発光素子であって、
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　前記金属反射層が、アルミニウム又はその合金からなることを特徴とする半導体発光素
子。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一に記載の半導体発光素子であって、
　前記バリア層が、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｏｓの群からなる少な
くとも一の金属またはその合金からなることを特徴とする半導体発光素子。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一に記載の半導体発光素子であって、
　さらに前記バリア層と透光性導電層の間にＴｉ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏの群からなる少なく
とも一の金属またはその合金からなる密着層を有することを特徴とする半導体発光素子。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一に記載の半導体発光素子であって、
　前記透光性導電層が、ＩＴＯで構成されてなることを特徴とする半導体発光素子。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一に記載の半導体発光素子であって、
　前記バリア層は、その膜厚が前記誘電体膜よりも薄く形成されてなることを特徴とする
半導体発光素子。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一に記載の半導体発光素子であって、
　前記バリア層が、前記開口部内にのみ形成されてなることを特徴とする半導体発光素子
。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一に記載の半導体発光素子であって、
　前記誘電体膜が、開口部を除いて前記半導体構造のほぼ全面に形成されてなることを特
徴とする半導体発光素子。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一に記載の半導体発光素子であって、
　前記透光性導電層が、前記半導体構造のほぼ全面に形成されてなることを特徴とする半
導体発光素子。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一に記載の半導体発光素子であって、
　前記誘電体膜で、前記半導体構造の側面を被覆してなることを特徴とする半導体発光素
子。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか一に記載の半導体発光素子であって、さらに、
　前記金属反射層の上面に形成されるパッド電極を備え、
　前記パッド電極を構成するｎ側電極が、複数に分割された小径化電極として、分散して
配置されてなることを特徴とする半導体発光素子。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の半導体発光素子であって、
　前記金属反射層で、前記半導体構造の側面を被覆してなることを特徴とする半導体発光
素子。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の半導体発光素子であって、さらに、
　前記半導体構造の側面を被覆する前記金属反射層は、前記半導体構造を構成するｎ型半
導体層を被覆してなり、
　かつ前記半導体構造を構成するｐ型半導体層を被覆する第二金属反射層と離間されてな
ることを特徴とする半導体発光素子。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の半導体発光素子であって、さらに、
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　前記半導体構造の側面を被覆する前記金属反射層の上面に、さらに電極絶縁膜を設けて
おり、
　前記電極絶縁膜は、前記金属反射層及び第二金属反射層の離間された領域を覆うように
延長されてなり、
　さらに該電極絶縁膜の上面に、前記パッド電極として、ｎ側パッド電極及びｐ側パッド
電極が離間されて設けられてなることを特徴とする半導体発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窒化物半導体発光素子等の半導体発光素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体発光素子は、小型で電力効率が良く鮮やかな色の発光をする。また、半導体素子
である発光素子は球切れ等の心配がない。さらに初期駆動特性が優れ、振動やオン・オフ
点灯の繰り返しに強いという特徴を有する。このような優れた特性を有するため、発光ダ
イオード（Light Emitting Diode：以下「ＬＥＤ」ともいう。）、レーザーダイオード（
Laser Diode：以下「ＬＤ」ともいう。）等の半導体発光素子は、各種の光源として利用
されている。特に近年は、蛍光灯に代わる照明用の光源として、より低消費電力で長寿命
の次世代照明として注目を集めており、更なる発光出力の向上及び発光効率の改善が求め
られている。
【０００３】
　ＧａＮ系発光素子においては、ＩＴＯ等の透光性電極と誘電体反射膜を組み合わせた反
射型電極が利用されている。特にＧａＮをベースにしたフリップチップ型のＬＥＤダイス
は、アッセンブリにワイヤを使用しないという特徴から、パッケージの小型化が可能であ
り、ＬＥＤダイスの集積化による輝度向上や、コスト低減等が期待される。また、ワイヤ
切れの心配が無いことや、発光面からの放熱が容易なことから、高電流使用時の信頼性が
高く、車載用途にも使用されている。
【０００４】
　また最近では、より取り出し効率出力を高めるための構造が研究されており、例えば反
射効率を向上させるため、ＩＴＯと金属電極を組み合わせたものから、誘電体反射膜を組
み合わせた構造、更には誘電体と金属反射層を組み合わせた構造も提案されている。今後
は、照明分野への展開等も期待されるが、そのためには更なる取り出し効率の向上、コス
トダウンが必要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１６４４２３号公報
【特許文献２】特開２００５－１９７２８９号公報
【特許文献３】特開２００５－４５０３８号公報
【特許文献４】特開２００５－１９１３２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような背景から、透明電極であるＩＴＯと、誘電体多層膜であるＤＢＲ（Distribu
ted Bragg Reflector）を組み合わせた発光素子が提案されている。誘電体多層膜は角度
依存性を持つため、Ａｌ等の金属反射膜を組み合わせることで、取り出し効率の向上が図
られる。
【０００７】
　一方で、半導体素子そのものを効率よく発光させるためには、ｐ型層の全面に電流を拡
散させる必要がある。このような電流拡散に適した材質には、ＧａＮ層とのオーミック性



(4) JP 5949294 B2 2016.7.6

10

20

30

40

50

に優れ、透過率が高いことから、上述の通りＩＴＯが一般的に使用される。本発明者らは
、ＩＴＯと誘電体膜を組み合わせた反射型電極構造を備えるフリップチップ型の発光素子
を先に開発した（特許文献１）。この特許文献１に係る発光素子の断面図を図２９Ａ、Ｂ
に示す。この図に示す発光素子は、ＩＴＯ膜２９１３と金属電極層２９２３の間に、Ｎｂ

2Ｏ5／ＳｉＯ2の３ペア構造からなる誘電体膜２９４を挿入している。誘電体膜２９４に
は、複数の開口部２９２１が形成されており、開口部２９２１を通じて金属電極層２９２
３との導通を確保する。さらに誘電体膜２９４は上述の通り角度依存性を持つため、その
下面、すなわちＩＴＯ膜２９１３との間にＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3等、同じく誘電体膜からな
る全反射作用を利用した反射層２９１６を組み合わせている。このように誘電体膜２９４
に反射層２９１６を組み合わせた反射構造２９２０とすることで、発光層２９８から発さ
れる斜め成分の光に対しても高反射率を維持でき、光取り出し面２９１８からの高い取り
出し効率が実現できる。またこの発光素子に、さらにボンディング用のパッド電極を追加
すれば、パッド電極によって、フリップチップでＡｕ－Ｓｎ等を用いた共晶接合により実
装基板上に実装することができる。
【０００８】
　さらに、本願出願人が先に開発した他の発光素子の断面図を図３０に示す。この発光素
子は、ＩＴＯ膜３０１３の上面に設ける誘電体膜３０４上に、Ａｌ等の金属反射層３０２
２と絶縁性の誘電体膜３０２８を積層し、垂直方向の取り出し効率を高めた構造としてい
る。また図３０の発光素子に、さらに金属電極層３０２３上にボンディング用のパッド電
極３０３を追加し、周囲を保護膜３０１４で被覆した構造を図３１の断面図に示す。しか
しながら、この構造では、誘電体膜３０４に金属製、すなわち導電性の反射層を付加した
反射構造３０２０を用いているため、端面の露出部分や、絶縁膜が形成不良となった部分
等、絶縁が不十分な領域において、反射構造が有する導電性によって、意図しない導通が
生じることがあった。このため、ＰＮギャップ間において意図しない短絡が発生すること
を避ける必要があることから、ＰＮギャップを跨いで発光素子の全面を反射構造３０２０
で覆うことができず、反射構造３０２０の成膜エリアはＰ層、Ｎ層上に離れて形成されて
しまう。この結果、発光素子において反射構造３０２０で被覆されない領域が必然的に存
在することとなる。
【０００９】
　一般にフリップチップ型の発光素子では、半導体発光素子の成長基板３０５であるサフ
ァイア基板の、半導体層を成長させる成長面の裏面側を光の出射面すなわち光取り出し面
３０１８としている。このため、成長面側において反射構造３０２０で被覆されない領域
が存在すると、ここから光が漏れ、例えば発光素子のパッケージとダイスとの間で反射さ
れる等して、外部に有効に取り出すことができないという問題があった。この様子を説明
するため、図３１の発光素子を実装基板３０９上にフリップチップ実装した状態において
、発光層３０８の光が反射される様子を図３２に示す。この図に示すように、発光層３０
８から出射される光は、反射構造３０２０で反射される成分（図３２において右側の矢印
で示す成分）は光取り出し面３０１８から有効に取り出すことができるものの、反射され
ない成分は、例えば実装基板３０９の実装面で反射された後、金属層など、発光素子の内
部で吸収されてしまうことが生じる（図３２において左側の矢印で示す成分）。
【００１０】
　このような問題に対し、本発明者らは図３３の断面図に示すように、ＩＴＯ膜３３１３
に誘電体膜３３４を設けつつ、直接金属反射層３３２２を接合させ、ｐ側電極に高反射率
の金属反射膜を用いてパッド電極３３３と接続する構成を検討した。しかしながら、金属
反射層３３２２にＡｌを用いると、ＡｌとＩＴＯ膜３３１３との接触面において、導通時
に接触電位差によって腐食を生じてしまい、Ａｌが酸化して反射率が低下することが判明
した。またＡｇを用いても、イオンマイグレーションを生じて同様に劣化した。このよう
に、高反射率の金属反射層が劣化するため、高い信頼性が求められる照明等の分野におい
ては利用困難であることが明らかとなった。
【００１１】
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　本発明は、更にこのような問題点を解消するためになされたものである。本発明の主な
目的は、取り出し効率を高めつつ、素子の信頼性にも優れた半導体発光素子を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【００１２】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の半導体発光素子は、活性領域を含む半導
体構造と、前記半導体構造の上面に形成される透光性導電層と、前記透光性導電層の上面
に形成される誘電体膜と、前記誘電体膜の上面に形成される金属反射層と、を備える半導
体発光素子であって、前記誘電体膜は、前記透光性導電層を部分的に表出させるように、
１以上の開口部を設けており、前記透光性導電層は、前記開口部を介して前記金属反射層
と電気的に接合されており、前記開口部の底面及びその周壁である前記誘電体膜の側面を
被覆するように、部分的にバリア層が形成され、該バリア層を前記透光性導電層と金属反
射層との間に介在させており、前記誘電体膜の側面に設けられた前記バリア層の厚さが、
前記開口部において上部で狭く、下部で広くなるように構成することができる。これによ
り、透光性導電層と金属反射層とが直接接触する事態を、バリア層を介在させることで避
け、金属反射層の劣化を防止して窒化物系化合物半導体発光素子の信頼性を高めることが
できる。また、この構成によれば金属反射層が導電体としての機能に加え、出力光を反射
させる機能も有することができ、高い光出力を達成できる。
【００１３】
　また第２の半導体発光素子は、前記誘電体膜が多層からなることが好ましい。誘電体多
層膜は角度依存性を持つため、斜め成分の光に対しても高反射率を維持でき、高い取り出
し効率が実現できる。
【００１４】
　さらに第３の半導体発光素子は、前記金属反射層を、アルミニウム又はその合金で構成
できる。これによって、反射率の高い金属を利用しつつ、透光性導電層との接触による劣
化をバリア層で抑制できる。
【００１５】
　さらにまた第４の半導体発光素子は、前記バリア層を、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ
、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｏｓの群からなる少なくとも一の金属またはその合金で構成することがで
きる。
　さらにまた第５の半導体発光素子は、前記バリア層と透光性導電層の間にＴｉ、Ｎｉ、
Ｃｒ、Ｍｏの群からなる少なくとも一の金属またはその合金からなる密着層を有してもよ
い。
【００１６】
　さらにまた第６の半導体発光素子は、前記透光性導電層をＩＴＯで構成することができ
る。
【００１７】
　さらにまた第７の半導体発光素子は、前記バリア層の膜厚を前記誘電体膜よりも薄く形
成することができる。
【００１８】
　さらにまた第８の半導体発光素子は、前記バリア層を、前記開口部内にのみ形成するこ
とができる。
【００１９】
　さらにまた第９の半導体発光素子は、前記誘電体膜を、開口部を除いて前記半導体構造
のほぼ全面に形成することができる。
【００２０】
　さらにまた第１０の半導体発光素子は、前記透光性導電層を、前記半導体構造のほぼ全
面に形成することができる。これにより、電流を半導体構造の全体に均一に拡散させるこ
とができる。
【００２１】
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　さらにまた第１１の半導体発光素子は、前記誘電体膜で、前記半導体構造の側面を被覆
することができる。これにより、活性層端から横方向に出てくる光を効率良くサファイア
面より取り出すことが可能となる。
【００２２】
　さらにまた第１２の半導体発光素子は、さらに前記金属反射層の上面に形成されるパッ
ド電極を備え、前記パッド電極を構成するｎ側電極を、複数に分割された小径化電極とし
て、分散して配置することができる。これによって、ｎ側電極を小径化して光の吸収を低
減し、取り出し効率を向上できる。また分散して配置することで、発光分布を均一化する
と共に、順方向電圧を低減してリニアリティも改善できる。
【００２３】
　さらにまた第１３の半導体発光素子は、前記金属反射層で、前記半導体構造の側面を被
覆することができる。
【００２４】
　さらにまた第１４の半導体発光素子においては、さらに前記半導体構造の側面を被覆す
る前記金属反射層は、前記半導体構造を構成するｎ型半導体層を被覆してなり、かつ前記
半導体構造を構成するｐ型半導体層を被覆する第二金属反射層と離間させることができる
。
【００２５】
　さらにまた第１５の半導体発光素子は、さらに前記半導体構造の側面を被覆する前記金
属反射層の上面に、さらに電極絶縁膜を設けており、前記電極絶縁膜は、前記金属反射層
及び第二金属反射層の離間された領域を覆うように延長されてなり、さらに該電極絶縁膜
の上面に、前記パッド電極として、ｎ側パッド電極及びｐ側パッド電極が離間させて設け
ることができる。これにより、ｎ側パッド電極とｐ側パッド電極とを立体配線構造として
、より広い面積でパッド電極を設けることができ、共晶での実装で接合面積を大きく取る
ことができ、放熱性において有利となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施例１に係る発光装置の概略断面図である。
【図２】図１に示す半導体発光素子を示す断面図である。
【図３】図２に示す誘電体膜の積層構造を示す拡大断面図である。
【図４】実施例２に係る半導体発光素子を示す模式断面図である。
【図５】実施例２を構成する半導体発光素子の平面図である。
【図６Ａ】図５のＶＩ－ＶＩ線における断面図である。
【図６Ｂ】開口部にバリア層を設けた上で直接金属反射層を成長させた例を示す模式断面
図である。
【図７】図５のＶＩＩ－ＶＩＩ線における断面図である。
【図８】実施例２に係る半導体発光素子と比較例とで光出力と順方向電圧を比較した結果
を示すグラフである。
【図９】実施例３に係る半導体発光素子を示す断面図である。
【図１０】図９の半導体発光素子の製造方法を示すフローチャートである。
【図１１】図１１Ａ～Ｅは図９の半導体発光素子の製造方法を示す断面図である。
【図１２】図１２Ｆ～Ｉは図９の半導体発光素子の製造方法を示す断面図である。
【図１３】実施例４に係る半導体発光素子を示す断面図である。
【図１４】実施例４に係る半導体発光素子を示す断面図である。
【図１５】実施例４に係る半導体発光素子を示す断面図である。
【図１６】実施例４に係る半導体発光素子を示す断面図である。
【図１７】実施例４に係る半導体発光素子を示す断面図である。
【図１８】実施例４に係る半導体発光素子を示す断面図である。
【図１９】実施例４に係る半導体発光素子を示す断面図である。
【図２０】実施例４に係る半導体発光素子を示す断面図である。
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【図２１】実施例４に係る半導体発光素子を示す断面図である。
【図２２】実施例５に係る半導体発光素子を示す断面図である。
【図２３】実施例６に係る半導体発光素子を示す断面図である。
【図２４】図２３のＸＸＩＶ－ＸＸＩＶ線における水平断面図である。
【図２５】実施例７に係る発光素子の平面図である。
【図２６】図２５のＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線における垂直断面図である。
【図２７】実施例８に係る発光素子の平面図である。
【図２８】図２７のＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＩＩＩ線における断面図である。
【図２９】図２９Ａは従来の半導体発光素子を示す断面図、図２９Ｂは図２９Ａの丸で囲
んだ部分を示す拡大断面図である。
【図３０】従来の、透光性電極に誘電体及び金属反射層よりなる反射膜を用いた半導体発
光素子を示す断面図である。
【図３１】従来の他の半導体発光素子を示す断面図である。
【図３２】図３１の半導体発光素子におけるＰＮギャップ間からの漏れ光による光のロス
を示す垂直断面図である。
【図３３】本発明者らが試作したＩＴＯに直接反射膜を接合させた構造を示す垂直断面図
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発
明の技術思想を具体化するための、半導体発光素子を例示するものであって、本発明は、
半導体発光素子を以下のものに特定しない。ただ、特許請求の範囲に示される部材を、実
施例の部材に特定するものでは決してない。特に実施例に記載されている構成部品の寸法
、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれ
のみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大き
さや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明に
おいて、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を
適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して
一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材
で分担して実現することもできる。また、本明細書において、層上等でいう「上」とは、
必ずしも上面に接触して形成される場合に限られず、離間して上方に形成される場合も含
んでおり、層と層の間に介在層が存在する場合も包含する意味で使用する。さらにまた、
一部の実施例、実施形態において説明された内容は、他の実施例、実施形態等に利用可能
なものもある。
（実施例１）
【００２８】
　本発明の実施例１に係る発光装置１を図１の断面図に示す。この図の発光装置１に搭載
される発光素子１０は、窒化物半導体素子の一例であるＬＥＤチップを採用しており、こ
のＬＥＤチップを配線基板９の一であるサブマウント上にフリップチップ実装している。
フリップチップ実装とは、電極形成面と対向する成長基板５側を主光取出し面とする実装
方式であり、フェイスダウン実装とも呼ばれる。図１の発光素子１０は、フリップチップ
実装であることを示すため、上下逆に表示している。
【００２９】
　図２は、図１の発光素子１０であって、フリップチップ実装する前の状態、すなわち成
長基板５を最下層にして、その上方に半導体構造１１を積層した状態を示す概略断面図で
ある。実際の発光装置の製造工程では、成長基板５の上面に各層が積層された窒化物半導
体素子を上下逆にして図１のように実装する。以下、図２を用いて発光素子１０の概略を
説明する。また、図１の発光素子１０において、図２に示す発光素子１０と同様の構成に
は同一の符号を付して適宜説明を省略する。
【００３０】
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　図２に示す半導体発光素子１０は、成長基板５と、その上面に成長された半導体構造１
１と、半導体構造１１に電気的に接続された電極で構成される。半導体構造１１は、第一
半導体層と、活性領域８と、第二半導体層とを備える。例えば第一半導体層をｎ型半導体
層６とする場合、第二半導体層はｐ型半導体層７となる。また活性領域８は、発光層に相
当する。活性領域８が発する光の中心波長は、例えば３６０ｎｍ～６５０ｎｍとする。
【００３１】
　発光素子１０は、活性領域８を有する半導体構造１１を備える。図２の発光素子１０で
は、対向する一対の主面を有する成長基板５の一方の主面上に、半導体構造１１としての
窒化物半導体層を積層して形成されている。具体的に、発光素子１０は、成長基板５の上
面側に、第一半導体層であるｎ型半導体層６、活性領域８、第二半導体層であるｐ型半導
体層７とを順に備える窒化物半導体構造１１が積層されている。また、ｎ型半導体層６及
びｐ型半導体層７には、電気的に接続される第一電極としてｎ側パッド電極３Ａ及び第二
電極としてｐ側パッド電極３Ｂを各々備える。発光素子１０は、ｎ側パッド電極３Ａ及び
ｐ側パッド電極３Ｂを介して、外部より電力が供給されると、活性領域８から光を放出し
、図２における成長基板５の下面側から、主に光が取り出される。すなわち図２の発光素
子１０では、成長基板５において、電極３Ａ、３Ｂの装着面側（図２の上側）と対向する
他方の主面側（図２の下側）を主な光取り出し面１８とする。
（誘電体膜４）
【００３２】
　さらに、ｎ側パッド電極３Ａ、ｐ側パッド電極３Ｂからなる一組の電極３は、誘電体膜
４をそれぞれ有する。図３に、図２の太字の円に示す誘電体膜４の近傍における拡大断面
図を示す。図３に示すように、誘電体膜４は、屈折率の異なる２種以上の材料膜４ｎ、４
ｍからなる１組の誘電体４ａを、複数組にわたって積層させた多層構造である。誘電体膜
４の詳細な構造については後述するが、誘電体膜４は、半導体構造１１と電極３との間の
少なくとも一部に設けられており、所定の波長光を選択的に反射できる。誘電体膜４は、
互いに離間して形成することもできる。また、誘電体膜４は、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3等の単
層膜としてもよい。単層膜の場合は光が反射せずに透過するため、特に非フリップチップ
型の実装方法であるフェイスアップ型の半導体素子では、誘電体膜４の形成面における光
取り出し効率が向上する。
（発光素子１０）
【００３３】
　発光素子１０として、例えば図２に示すＬＥＤのような窒化物半導体素子では、成長基
板５であるサファイア基板の上に、第一窒化物半導体層であるｎ型半導体層６、活性領域
８である発光層、第二窒化物半導体層であるｐ型半導体層７を順にエピタキシャル成長さ
せた窒化物半導体構造１１と、さらに窒化物半導体構造１１の上に形成された透光性導電
層１３とを有する。また誘電体層４と透光性導電層１３との間には、反射層１６が設けら
れる。この反射層１６も、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3等の誘電体膜で構成され、全反射作用を発
揮する。このように誘電体膜４に反射層１６を組み合わせた反射構造とすることで、斜め
成分の光に対しても高反射率を維持でき、高い取り出し効率が実現できる。
【００３４】
　続いて、活性領域８およびｐ型半導体層７の一部を選択的にエッチング除去して、ｎ型
半導体層６の一部を露出させ、さらにｎ側パッド電極３Ａを形成している。またｎ側パッ
ド電極３Ａと同一面側であって、透光性導電層１３上には、ｐ側パッド電極３Ｂが形成さ
れる。さらに、ｎ側パッド電極３Ａ及びｐ側パッド電極３Ｂの所定の表面のみを露出し、
他の部分は絶縁性の保護膜１４で被覆される。なお、ｎ側パッド電極３Ａは、ｎ型半導体
層６の露出領域に、透光性導電層１３を介して形成してもよい。以下に半導体発光素子１
０の各構成要素に関して、具体的に説明する。
（成長基板５）
【００３５】
　成長基板５は、半導体構造１１をエピタキシャル成長させることができる基板で、基板
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の大きさや厚さ等は特に限定されない。窒化物半導体における基板としては、Ｃ面、Ｒ面
、及びＡ面のいずれかを主面とするサファイアやスピネル（ＭｇＡｌ2Ｏ4）のような絶縁
性基板、また炭化珪素（６Ｈ、４Ｈ、３Ｃ）、シリコン、ＺｎＳ、ＺｎＯ、ＧａＡｓ、ダ
イヤモンド、及び窒化物半導体と格子接合するニオブ酸リチウム、ガリウム酸ネオジウム
等の酸化物基板、ＧａＮやＡｌＮ等の窒化物半導体基板があり、そのオフアングルした基
板（例えば、サファイアＣ面で０．０１°～３．０°）も用いることができる。また、成
長基板を半導体構造形成後に除去した基板の無い半導体素子構造、その取り出した半導体
構造を支持基板、例えば導電性基板に接着、フリップチップ実装した構造等とすること、
また別の透光性部材・透光性基板を半導体構造に接着した構造とするもできる。具体的に
は、半導体構造の光取り出し側の主面に成長基板、接着した部材・基板を有する場合は透
光性とし、不透光性、遮光性、光吸収性の成長基板の場合は除去し、そのような基板に半
導体構造を接着する場合は、半導体構造主面の光反射側に設ける構造とする。光取り出し
側の透光性基板・部材から半導体構造に電荷を供給する場合は、導電性のものを用いると
良い。その他、ガラス、樹脂などの透光性部材により半導体構造が接着・被覆されて、支
持された構造の素子でも良い。成長用基板の除去は、例えば装置又はサブマウントのチッ
プ載置部に保持して、研磨、ＬＬＯ（Laser Lift Off）で実施できる。また、透光性の異
種基板であっても、基板除去することで、光取り出し効率、出力を向上させることができ
、好ましい。
（半導体構造１１）
【００３６】
　半導体構造１１としては、実施例及び以下で説明する窒化物半導体が、可視光域の短波
長域、近紫外域、若しくはそれより短波長域である点、その点と光変換部材（蛍光体等）
とを組み合わせた発光装置において好適に用いられる。あるいはこれらに限定されずに、
ＩｎＧａＡｓ系、ＧａＰ系などの半導体でも良い。
（発光素子構造）
【００３７】
　半導体構造１１による発光素子構造は、後述する第一導電型（ｎ型）、第二導電型（ｐ
型）層との間に活性領域８を有する構造が、出力、効率上好ましいが、それに限定されず
後述する構造など、その他の発光構造でも良い。各導電型層に、絶縁、半絶縁性、逆導電
型構造が一部に設けられても良く、またそれらが第一、二導電型層に対し付加的に設けら
れた構造でも良く、別の回路構造、例えば保護素子構造、を付加的に有しても良く、また
、上記基板が発光素子の導電型の一部を担う構造でも良い。
【００３８】
　半導体構造１１に設けられる電極は、実施例及び以下で説明する一方の主面側に第一導
電型（ｎ型）、第二導電型（ｐ型）層の電極が設けられる構造が好ましいが、それに限定
されず半導体構造の各主面に対向して各々電極が設けられる構造、例えば上記基板除去構
造において除去側に電極を設ける構造としても良い。
【００３９】
　また、半導体構造１１の構造としては、ＭＩＳ接合、ＰＩＮ接合やＰＮ接合を有したホ
モ接合構造、ヘテロ接合構造あるいはダブルへテロ接合構造のものが挙げられる。また、
各層を超格子構造としたり、発光層である活性領域８を量子効果が生ずる薄膜に形成させ
た量子井戸構造とすることもできる。
（窒化物半導体構造）
【００４０】
　窒化物半導体としては、一般式がＩｎxＡｌyＧａ1-x-yＮ（０≦ｘ、０≦ｙ、ｘ＋ｙ≦
１）であって、ＢやＰ、Ａｓを混晶してもよい。また、ｎ型半導体層６、ｐ型半導体層７
は、単層、多層を特に限定しない。窒化物半導体構造１１には発光層である活性領域８を
有し、この活性領域８は単一（ＳＱＷ）又は多重量子井戸構造（ＭＱＷ）とする。以下に
窒化物半導体構造１１の詳細を示す。
【００４１】
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　成長基板５上に、バッファ層などの窒化物半導体の下地層、例えば低温成長薄膜ＧａＮ
とＧａＮ層、を介して、ｎ型窒化物半導体層、例えばＳｉドープＧａＮのｎ型コンタクト
層とＧａＮ／ＩｎＧａＮのｎ型多層膜層、ｐ型窒化物半導体層、例えばＭｇドープのＩｎ
ＧａＮ／ＡｌＧａＮのｐ型多層膜層とＭｇドープＧａＮのｐ型コンタクト層を有し、さら
にそのｐ型、ｎ型層の間に活性領域８を有する構造を用いる。
【００４２】
　また、窒化物半導体の活性領域（発光層）８は、例えば、ＡｌaＩｎbＧａ1-a-bＮ（０
≦ａ≦１、０≦ｂ≦１、ａ＋ｂ≦１）からなる井戸層と、ＡｌcＩｎdＧａ1-c-dＮ（０≦
ｃ≦１、０≦ｄ≦１、ｃ＋ｄ≦１）からなる障壁層とを含む量子井戸構造を有する。活性
領域８に用いられる窒化物半導体は、ノンドープ、ｎ型不純物ドープ、ｐ型不純物ドープ
のいずれでもよいが、好ましくは、ノンドープもしくは、又はｎ型不純物ドープの窒化物
半導体を用いることにより発光素子を高出力化することができる。障壁層は井戸層よりも
バンドギャップエネルギーの大きな窒化物半導体が用いられる。井戸層にＡｌを含ませる
ことで、ＧａＮのバンドギャップエネルギーである波長３６５ｎｍより短い波長を得るこ
とができる。活性領域８から放出する光の波長は、発光素子の目的、用途等に応じて３６
０ｎｍ～６５０ｎｍ付近、好ましくは３８０ｎｍ～５６０ｎｍの波長とする。
【００４３】
　井戸層の組成はＩｎＧａＮが、可視光・近紫外域に好適に用いられ、その時の障壁層の
組成は、ＧａＮ、ＩｎＧａＮが良い。井戸層の膜厚は、好ましくは１ｎｍ以上３０ｎｍ以
下、より好ましくは２ｎｍ以上２０ｎｍ以下である。
【００４４】
　次に、ｐ型半導体層７の表面に所定の形状をなすマスクを形成し、ｐ型半導体層７及び
発光層である活性領域８をエッチングする。これにより、所定の位置のｎ型半導体層６を
構成するｎ型コンタクト層が露出される。
（透光性導電層１３）
【００４５】
　透光性導電層１３は、ｎ型半導体層６、ｐ型半導体層７上にそれぞれ形成される。図２
の例では、ｐ型半導体層７及び露出したｎ型半導体層６のほぼ全面に透光性導電層１３が
形成されることにより、電流をｐ型半導体層７全体に均一に広げることができる。また、
導電層が透光性を備えることで、さらにこの上に誘電体膜４を設けることができる。なお
本明細書においてほぼ「全面に形成」とは、半導体構造の上方に形成されていることを言
う。
【００４６】
　透光性導電層１３は、透明電極など数々の種類があるが、好ましくはＺｎ、Ｉｎ、Ｓｎ
よりなる群から選択された少なくとも一種の元素を含む酸化物とする。具体的には、ＩＴ
Ｏ、ＺｎＯ、Ｉｎ2Ｏ3、ＳｎＯ2等、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｎの酸化物を含む透光性導電層１３
を形成することが望ましく、好ましくはＩＴＯを使用する。これにより当接する部材と良
好なオーミック接触を得られる。あるいはＮｉ、Ａｕ、Ｐｔ等の金属からなる３ｎｍ程度
の薄膜の金属膜、その他の金属の酸化物、窒化物、それらの化合物、光透過構造やこれら
の複合物でもよい。このように透光性導電層１３は、各導電型層、例えばｐ型半導体層７
のほぼ全面に形成され、電流を全体に均一に広げることができる。
【００４７】
　また、透光性導電層１３の厚さは、その層の光吸収性と電気抵抗・シート抵抗、すなわ
ち、光の誘電体膜４と電流広がりを考慮した厚さとし、例えば１μｍ以下、具体的には１
０ｎｍから５００ｎｍとする。また、活性領域８から放出される光の波長λに対してλ／
４のおよそ整数倍とすることが光取り出し効率が上がるので好ましい。
【００４８】
　ここでは透光性導電層１３であるＩＴＯの膜厚を７００Åとする。また誘電体膜４は、
図３の拡大断面図に示すように、ＩＴＯ膜の上に反射層１６として、厚膜のＳｉＯ2、Ａ
ｌ2Ｏ3、Ｎｂ2Ｏ5等を形成した上で、Ｎｂ2Ｏ5／ＳｉＯ2／Ｎｂ2Ｏ5／ＳｉＯ2／Ｎｂ2Ｏ5
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／ＳｉＯ2のように（Ｎｂ2Ｏ5／ＳｉＯ2）を３ペアで構成し、膜厚を発光波長に合わせて
調整するのが好ましい。バリア層２４としてはＲｈを１００Å成膜する。金属反射層２２
とパッド電極３は積層構造で、Ａｌ－Ｃｕ合金／Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕの構造となる。バリア
層２４にＡｇを用いると吸収が低減され、更に取り出し効率が向上する。
（誘電体膜４）
【００４９】
　誘電体膜４は、反射層１６上に屈折率の異なる２種類の誘電体層を２～５ペア、好まし
くは３～４ペア積層して構成する。また誘電体膜４の総膜厚は０．２～１μｍが好ましく
、０．３～０．６μｍがより好ましい。これにより、誘電体膜４の干渉作用による光透過
率の急峻な谷の発生を抑制でき、連続した高反射率な波長域を増大させることができる。
この結果、誘電体膜４の中心波長を光源の発光ピーク波長よりも長波長側にずらしても、
垂直入射の反射率の減少を抑止できる。つまり、入射角を持って誘電体膜４へと入射した
光源の入射成分のみならず入射角の小さい入射成分をも反射可能となり、相対的に発光素
子の光出力が向上する。好適には、誘電体膜４はＳｉＯ2とＮｂ2Ｏ5のペアで構成する。
この誘電体膜４は、波長及び方向依存による反射機能を発揮する。また誘電体膜４は、半
導体発光素子１０の電極形成側の面のほぼ全面に形成することが好ましい。
【００５０】
　また誘電体膜４で、半導体構造１１の側面、さらにはｎ電極とｐ電極の間を被覆するこ
とが好ましい。これにより、ＰＮギャップ間での光のリークを抑制できる。
（開口部２１）
【００５１】
　また、誘電体膜４には、開口部２１を設ける。開口部２１は、図２の断面図に示すよう
に、透光性導電層１３を部分的に表出させる。この結果、透光性導電層１３は、開口部２
１を介して金属反射層２２及びパッド電極３と電気的に接合される。
（バリア層２４）
【００５２】
　バリア層２４は、誘電体膜４が設けられていない開口部２１に設けられて、開口部２１
で表出する透光性導電層１３を被覆する。さらにこの上面を金属反射層２２で被覆する。
これによって、バリア層２４が透光性導電層１３と金属反射層２２との間に介在されて、
金属反射層２２が直接透光性導電層１３と接触する事態を回避でき、導通によって金属反
射層２２が透光性導電層１３との接触面で劣化することを防止できる。このようなバリア
層２４には、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｏｓの群からなる少なくとも
一の金属またはその合金からなる。好ましくは、Ｒｈが好適に利用できる。またバリア層
２４の膜厚は、好ましくは誘電体膜４よりも薄く形成する。
【００５３】
　バリア層２４はスパッタリングや無電界めっき、蒸着等によって形成できる。スパッタ
リングでは、Ｕ字状に湾曲する。一方、無電界めっきでは、フラットに形成できる。
【００５４】
　また、バリア層２４と透光性導電層１３の間にＴｉ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏの群からなる少
なくとも一の金属またはその合金からなる密着層を有してもよい。この密着層によって、
バリア層２４と透光性導電層１３との密着性が向上する。密着層は０．３～５０ｎｍ、好
ましくは０．３～３ｎｍである。密着層の膜厚が薄い場合、活性領域８からの光は密着層
を通過してバリア層２４で反射されるため、バリア層２４の高反射率の特性を利用でき、
出力が高い。このとき、特に、バリア層はＲｈが好適に利用できる。
（金属反射層２２）
【００５５】
　一方、金属反射層２２は、バリア層２４及び透光性導電層１３を介して、半導体構造１
１を構成するｎ型層、ｐ型層と電気的に接続される。このように金属反射層２２は、導電
層としての機能に加え、出力光を反射させる機能も奏することができる。この構造によっ
て、半導体発光素子１０は取り出し効率を高め、かつ信頼性を向上させることができる。
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金属反射層２２は、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｎｉ、Ｗ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｔｉ
よりなる群から選択される。好適には、アルミニウム又はその合金とする。
【００５６】
　金属反射層２２とパッド電極３とは個別に形成してもよい。金属反射層２２はＡｌ若し
くはその合金を用いる。また金属反射層２２は発光領域のほぼ全面に形成する。パッド電
極３は金属反射層２２と異なるパターンで形成する場合は、フリップチップ実装時に使用
する基板配線に合わせた設計が可能となる。この場合、パッド電極３の形成されていない
領域には、絶縁性確保の為にＳｉＯ2からなる保護膜１４を設ける。
【００５７】
　一方でバリア層２４が、各開口部２１内にそれぞれ形成されている。このバリア層２４
は、開口部２１内にのみ形成されており、またバリア層２４と開口部２１との個数は同じ
である。図２の例では、誘電体膜４とバリア層２４のパターニングを同一のマスクで行い
、パッド電極３と金属反射層２２を同一のパターンで形成する。この結果、誘電体膜４の
開口部２１に正確にバリア層２４を形成することができ、マスクを共通化してコストを削
減すると共に、マスクの位置合わせ作業も一度で済む。特にバリア層２４のパターンを誘
電体膜４と同じマスクで行うことで、位置ずれが発生せず、歩留まりが向上して高品質な
製品とできる。また作業を連続的に行えることから、製造工程も簡素化できる。また、位
置ずれに対してのマージンをバリア設計に考慮しなくても良いので、金属反射層の有効面
積を上げることができ、取り出し効率が向上する。
【００５８】
　このように、誘電体膜４に形成した開口部２１の内部に開口径に合わせたバリア層２４
を形成することで、透光性導電層１３と金属反射層２２との直接の接触を回避しつつ、金
属反射層２２として反射率の高い金属を利用できる。また誘電体膜４と金属反射層２２と
を分離することにより、誘電体膜４を半導体発光素子１０の全面に形成することを可能と
している。この結果、ＰＮギャップ間の光の漏れを低減することが可能となる。またバリ
ア層２４として、更に高反射のＡｇ系の材料を用いることで、取り出し効率の一層の向上
が可能となる。このバリア層２４は素子構造の内部に形成されるため、イオンマイグレー
ションも回避できる。
【００５９】
　以上説明した半導体発光素子１０は、フリップチップ（フェイスダウン）で使用される
。ただ、本発明はフリップチップ構造に限られず、フェイスアップ構成で用いることも可
能である。
（実施例２）
【００６０】
　さらに、パッド電極の上に共晶パッド電極を設けることもできる。この例を実施例２と
して図４～図７に示す。これらの図において、図４は模式断面図を示している。また図５
～図７は、実際の層構成の一例であって、図５は平面図、図６Ａは図５のＶＩ－ＶＩ線に
おける断面図、図７は図５のＶＩＩ－ＶＩＩ線における断面図を、それぞれ示している。
これらの図に示す半導体発光素子１０’は、図２とほぼ同様の構成を備えており、同一の
部材には同一の符号を付して詳細説明を省略する。図４において半導体発光素子１０’の
表面には、パッド電極の形成された部分を除いて、絶縁性の保護膜１４で被覆される。ま
た開口部２１に形成されるバリア層２４は、図４の例では開口部２１の底面のみに平板状
に形成されているが、図６Ａに示すように、開口部２１の底面から周壁にかけて凹状に形
成することもできる。これにより、バリア層２４と接する誘電体膜４の側面においても光
を反射させることができる。さらに図６Ａにおいて、パッド電極３の上面に共晶パッド電
極２７を設けている。
　また開口部にバリア層を設けることで、その上に積層する金属反射層の断線を防止でき
るという利点も得られる。この様子を、図６Ｂに基づいて説明する。図６Ｂは、開口部２
１にバリア層２４を設けた上で直接金属反射層２２を成長させた例の模式断面図を示して
いる。バリア層のない状態で開口部２１に直接、金属反射層２２を成長させると、金属反



(13) JP 5949294 B2 2016.7.6

10

20

30

40

50

射層２２は垂直方向には成長するが横方向には成長し難く、特に誘電体膜４の側面と上面
の境界であるエッジの部分で金属反射層２２が部分的に薄くなることがある。この結果、
金属反射層２２の薄い部分では電気抵抗値が部分的に高くなり、電流が流れ難くなる。ま
た、この部分で金属反射層２２にバリが発生する等して物理的な接触不良や断線の可能性
もあった。特に、誘電体膜４の側面が垂直に近くなる程、この状態が顕著となる。そこで
、誘電体膜４の側面を図６Ａに示すように傾斜させることで、誘電体膜４のエッジ部分を
鈍角にして開口部２１の段差を緩やかにする。これにより、金属反射層２２がこのエッジ
部分で急峻に成長方向を変えられて薄くなる事態が低減されて、綺麗に金属反射層２２を
成膜できる。また、開口部２１の底面にバリア層２４を設け、開口部２１の深さを浅くす
ることでも、エッジ部分で金属反射層２２が部分的に薄くなることを軽減できる。
　また、誘電体膜４の側面を傾斜させてエッジ部分を鈍角にすることに加えて、誘電体膜
４の側面にバリア層２４を設けることで、この角度をさらに大きくでき、鈍角を大きくす
ることで開口部２１の段差を一層緩やかにして金属反射層２２の信頼性を高める効果を一
層改善できる。ただ本発明は、誘電体膜の側面を傾斜面に特定するものでなく、垂直面あ
るいは垂直面に近い角度として、誘電体膜側面のバリア層でもって開口部の段差を緩やか
にする構成も採用できる。
 さらに図６Ａのように、開口部２１の底面のみならず、周壁にバリア層２４を設けるこ
とでも、同様に誘電体膜４のエッジ部分で金属反射層２２が薄くなる事態を低減できる。
すなわち図６Ｂに示すように、バリア層２４を誘電体膜４のエッジ部分から開口部２１の
底面に向かって勾配させるように設けることでも、エッジ部分を鈍角にできるので、同様
に金属反射層２２が部分的に薄くなる事態を回避して綺麗に成膜できる。
　具体的には、図６Ｂに示すように、誘電体膜４の側面に設けられたバリア層２４の傾斜
面の角度αを、誘電体膜４の側面の傾斜角度βよりも大きくすることが好ましい。また、
誘電体膜４の側面に設けられたバリア層２４の厚さが、開口部２１において上部で狭く（
厚さｃ）、下部で広くなるように（厚さｄ）することが好ましい。下部の厚さｄは、例え
ばバリア層２４の傾斜面を開口部２１の底面側に向かって延長させた場合の、交点と誘電
体膜４との距離で規定できる。
【００６１】
　ここで比較例として、図５の半導体発光素子の特性を図３１の構造を用いた発光素子と
比較した。これらの光出力と順方向電圧を比較した結果を、図８のグラフに示す。このグ
ラフに示すように、光出力は向上が見られる一方で、順方向電圧が低下していることが確
認され、実施例２に係る構造の有用性が裏付けられた。
（実施例３）
【００６２】
　さらに半導体発光素子は、外部接続のためのパッド電極同士の間にギャップを設けるこ
ともできる。このような半導体発光素子１０”を実施例３として図９に示す。ここで実施
例３に係る半導体発光素子の製造方法について、図１０のフローチャートと図１１Ａ～Ｅ
、図１２Ｆ～Ｉの断面図に基づいて説明する。なおこれらの図においては、説明のためダ
イス単体を示しており、ウェハプロセス後のチップ化工程については省略している。大ま
かな手順としては、
ステップＳ１：エピ受け入れ
ステップＳ２：ｎ型層出し
ステップＳ３：ＩＴＯオーミック電極形成
ステップＳ４：全面ＤＢＲ成膜
ステップＳ５：開口部形成用レジストマスク形成
ステップＳ６：ＤＢＲ膜ドライエッチ
ステップＳ７：バリアメタル成膜
ステップＳ８：リフトオフ
ステップＳ９：パッド電極形成
となる。



(14) JP 5949294 B2 2016.7.6

10

20

30

40

50

【００６３】
　まず図１１Ａに示すようにＧａＮ層を成長させると共に、図１１Ｂに示すようにＧａＮ
層上にＳｉＯ2やレジスト等のマスクを形成し、ＲＩＥ等によりｎコンタクト用にｎ型半
導体層６を露出させる。そしてＲＩＥマスクを除去後、図１１Ｃに示すように透光性導電
層１３としてＩＴＯ電極を成膜して、パターニングを行う。ＩＴＯ電極の成膜方法として
は、蒸着やスパッタ等が上げられる。またパターニングに関しては、エッチング若しくは
リフトオフが適宜選択可能である。次に、図１１Ｄに示すように誘電体膜４を全面（半導
体構造１１の上方と側面の両方を含む。）に成膜する。膜形成方法としては、スパッタ及
び蒸着等が利用できる。そして誘電体膜４の成膜後に、図１１Ｅに示すように導通部に合
わせて開口部２１を設けたマスクＭＫをフォトレジストにより形成する。そして、図１２
Ｆに示すように誘電体膜４のエッチングを行う。このエッチングはウェットエッチングや
ＲＩＥによるドライエッチングが選択できる。またエッチング時に誘電体膜４にテーパを
形成すれば、後の工程でリフトオフ作業を容易とできる。ドライエッチングの終了後、図
１２Ｇに示すようにマスクＭＫを除去せず、そのマスクＭＫをそのまま使用してバリア層
２４をリフトオフ形成する。バリア層２４として用いる金属は、ＩＴＯ電極との反応を避
けるため、Ａｕ、Ｒｈ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ａｇ等の仕事関数の高い金属が望ましい。こ
のようにして、開口部２１にバリア層２４を形成した後、図１２Ｈに示すようにマスクＭ
Ｋを除去し、さらに図１２Ｉに示すようにＡｌ若しくはその合金からなる金属反射層２２
と、接続用のパッド電極３Ａ、３Ｂを形成する。
【００６４】
　このような手順によって、バリア層２４の形成のためのマスクＭＫを、誘電体膜４に開
口部２１を形成するためのマスクＭＫと共通化でき、製造工数を低減できる。加えて、バ
リア層２４形成時に開口部２１に位置決めする作業が不要となり、高精度なバリア層２４
の成形が実現できる。
（実施例４）
【００６５】
　さらに、実施例４に係る半導体発光素子（図２１の断面図）の製造手順を、図１３～図
２１の断面図に示す。まず図１３においては、半導体構造１１をエピタキシャル成長させ
た後、ｎ型半導体層６を構成するＧａＮ層をエッチングして、露出させる。その上で、透
光性導電層１３としてＩＴＯを成膜する。次に図１４において誘電体膜４（ＤＢＲ）を形
成し、さらに金属反射層２２としてＡｌ層を形成する。さらに図１５でフォトリソグラフ
ィなどによってマスクＭＫとしてレジスト層を形成して表面を被覆し、金属反射層２２を
エッチングする。次いで図１６でレジスト層を除去し、さらに図１７で絶縁膜を成膜する
。さらに図１８に示すように、フォトリソグラフィなどによってレジスト層を形成し、絶
縁膜と誘電体膜４のエッチングを行う。次いで図１９においてバリア層２４を成膜し、図
２０でリフトオフを行いレジスト層を剥離させる。最後に図２１でフォトリソグラフを行
い、バリア層２４の上面にパッド電極としてＡｌ層を成膜し、リフトオフによってレジス
ト層を除去する。このようにして、実施例４に係る半導体発光素子が製造される。
（実施例５）
【００６６】
　さらに、Ａｌ反射膜をより広い面積で設けることもできる。このような例を実施例５と
して図２２の断面図に示す。図２２の構造ではＡｌ反射膜を多層配線にしてＡｌ反射膜の
隙間をなくしているため、光の漏れを抑制することができ、光出力の向上の面では有利と
なる。
（実施例６）
（共晶実装）
【００６７】
　また半導体発光素子は、共晶実装に対応させることもできる。このような例を実施例６
として図２３の断面図に示す。これらの図に示す発光素子は、まず成長基板５上にｎ型層
を積層後、ｎ型層の一部をエッチングして露出させ、透光性導電層１３としてＩＴＯ層を
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積層する。さらにＤＢＲとバリア層２４を積層し、金属反射層２２を形成後、電極絶縁膜
２６を設けて、最後に共晶パッド電極を積層する。
（ｎ側電極３ａ）
【００６８】
　またｎ側電極３ａは、小径化して分散して配置することが好ましい。ｎ側電極３ａは、
さらにｎ側パッド電極３Ａと接続することにより、電極の面積を大きくすることができ、
放熱性と実装性とが良好な素子となる。このような例を図２４の水平断面図に示す。この
図に示すようにｎ側電極３ａを小径化させることによって、出力光がｎ側電極３ａで吸収
されることを低減して、結果的に光の取り出し効率を向上させることができる。加えて、
小径化させたｎ側電極３ａを分散して配置することで、抵抗値を低減してＶｆを低減でき
、出力のリニアリティが向上し、また出力光を吸収するｎ側電極３ａを分散配置すること
で発光分布を均一化する効果も得られる。ここで、「分散して配置する」とは、複数のｎ
側電極３ａが集まって一群となったものが分散配置されていてもよいし、個々のｎ側電極
３ａが集合体を作らずに分散配置されていてもよい。
（実施例７）
（立体配線）
（電極絶縁膜２６）
【００６９】
　また半導体発光素子は、立体配線に対応させることもできる。このような例を実施例７
として図２５、図２６に示す。これらの図において、図２５は発光素子の平面図、図２６
は図２５のＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線における垂直断面図を、それぞれ示している。立体配線
においては、ｐ側電極３ｂ、ｎ側電極３ａを一旦電極絶縁膜２６で被覆した後、この電極
被覆膜に開口された導通窓を通じて、ｐ側パッド電極３Ｂ、ｎ側パッド電極３Ａを設ける
。このようにすることで、パッド電極を広くしても、その下面が電極絶縁膜２６で絶縁さ
れているため短絡することがなく、結果的に電極面積を広く確保でき、共晶などによって
固定、導通に十分な面積を容易に確保できる利点が得られる。例えば、図２６の断面図に
示す例では、ｎ側電極３ａを、電極絶縁膜２６を介して広いｎパッド電極に拡大させるこ
とができ、共晶のための面積を広く確保でき、共晶の信頼性を高めて安定した実装が実現
される。共晶以外の実装、例えばＡｕスタッドバンプを用いた超音波接合でもバンプ数を
増やすことができ、放熱性が改善する。この結果、高電流を通電することが可能となる。
また、ＰＮギャップ間では電流が集中して熱を帯びやすいため、複数のｎ側電極３ａに囲
まれるように、ｎ側パッド電極３Ａ上にスタッドバンプを形成すれば、放熱性がさらに良
好となる。
【００７０】
　これらの図に示す発光素子は、まず成長基板５上にｎ型層を積層後、ｎ型層の一部をエ
ッチングして露出させ、ＩＴＯ層を積層する。以下、図２３と同様にＤＢＲとバリア層２
４を積層し、金属反射層２２を形成後、電極絶縁膜２６を設けて、最後に共晶パッド電極
を積層する。このように、ｎ電極とｐ電極とがオーバーラップするように、立体配線構造
を採用することで、本来であればｎ側電極３ａのようにｎ電極が小さいところ、図２５の
ｎ側パッド電極３Ａように広い面積に拡大できるので、電極面積を広く取ることで共晶実
装に有利となる。
【００７１】
　さらに誘電体膜４を層間絶縁膜として利用した立体配線構造とすることで、発光に寄与
しないｎ型コンタクト層の面積をできるだけ小さくすると共に、フリップチップ接合に必
要な接合面積の確保が可能となる。
（実施例８）
【００７２】
　更に他の実施例として実施例８に係る半導体発光素子を、図２７～図２８に示す。これ
らの図において、図２７は発光素子の平面図、図２８は図２７のＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＩＩ
Ｉ線における断面図である。このように、平面図が正方形状でなく長方形状の発光素子に
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きる。
（電極絶縁膜２６）
【００７３】
　半導体構造１１の側面は、金属反射層２２で被覆される。半導体構造１１の側面を被覆
する金属反射層２２は、ｎ型半導体層６を被覆している。またｐ型半導体層７を被覆する
第二金属反射層２２ｎとは分離されており、金属反射層２２と第二金属反射層２２ｎとは
離間されている。さらに、半導体構造１１の側面を被覆する金属反射層２２の上面には、
電極絶縁膜２６を設けている。電極絶縁膜２６は、金属反射層２２及び第二金属反射層２
２ｎの離間された領域を覆うように延長されている。この電極絶縁膜２６の上面に、ｎ側
パッド電極及びｐ側パッド電極を離間させている。これにより、ｎ側電極３ａとｐ側電極
３ｂとを立体配線構造として、より広い面積でパッド電極を設けることができ、共晶に有
利となる。このように誘電体膜４を層間絶縁膜とした立体配線構造とすることで、電極で
光を遮断する事態を避け、光取り出し効率を一層向上できる。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明の半導体発光素子は、照明用光源、ＬＥＤディスプレイ、バックライト光源、信
号機、照明式スイッチ、各種センサ及び各種インジケータ等に好適に利用できる。
【符号の説明】
【００７５】
１…発光装置
３…電極；３ａ…ｎ側電極；３ｂ…ｐ側電極
３Ａ…ｎ側パッド電極；３Ｂ…ｐ側パッド電極；３０３、３３３…パッド電極
４、２９４、３０４、３３４…誘電体膜；４ａ…１組の誘電体；４ｎ、４ｍ…材料膜
５、３０５…成長基板
６…ｎ型半導体層
７…ｐ型半導体層
８…活性領域；２９８、３０８…発光層
９…配線基板；３０９…実装基板
１０、１０’、１０”…半導体発光素子
１１…半導体構造
１３…透光性導電層；２９１３、３０１３、３３１３…ＩＴＯ膜
１４、３０１４…保護膜
１６、２９１６…反射層
１８、２９１８、３０１８…光取り出し面
２９２０、３０２０…反射構造
２１、２９２１…開口部
２２、３０２２、３３２２…金属反射層；２２ｎ…第二金属反射層
２３、２９２３、３０２３…金属電極層
２４…バリア層
２６…電極絶縁膜
２７…共晶パッド電極
３０２８…絶縁性誘電体膜
ＭＫ…マスク
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